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京都府健康福祉部高齢者支援課長  

 （ 公 印 省 略 ） 
京都府健康福祉部障害者支援課長  

 （ 公 印 省 略 ） 
 

高齢者施設等職員等を対象としたＰＣＲ検査の継続実施について 
 
 日頃は本府の健康福祉行政に御理解・御協力賜りありがとうございます。 
 さて、京都府が緊急事態措置区域の対象となったことに伴い、感染者の早期発見により感
染拡大を防止するため、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、京都府
内（京都市域を除く。）の高齢者及び障害者・障害児の入所施設及び通所系事業所に従事さ
れている職員を対象に、下記のとおりＰＣＲ検査を継続実施することとしましたので、御協
力いただきますようお願いします。 

記 
 
１ ＰＣＲ検査の対象者  
  京都府内（京都市域を除く。）の高齢者及び障害者・障害児の入所施設及び通所系事業 
所に従事する職員（事務職員、委託事業者の職員を含む。） 

 
２ 検査実施機関 （株）ナチュラリ 
 
３ 検 査 費 用  無料（京都府負担） 
 
４ 実 施 時 期  令和３年９月１日～９月 12 日（期間中１回実施） 
          令和３年９月 13 日～９月 30 日（期間中１回実施） 

以下 URLより、検体採取説明書、梱包集荷説明書、検体採取から検査結果受領までの流 
れを必ず御確認ください。 
URL:https://entry.covid19test.jp/kyotopref/ 

（ユーザー名・パスワード共通：pcr） 
 
（１）４月以降、京都府事業によるＰＣＲ検査を実施したことがある施設及び事業所 

    検査実施機関から、上記実施期間ごとに検査キットを送付しますので、検体採取の 
上、各実施期間中に返送してください。 

 
（２）京都府事業によるＰＣＲ検査未実施の施設及び事業所 

別紙案内より申込みいただき、検体採取の上、各実施期間中に返送してください。 
 
５ 検査手順等 別添「高齢者施設等従事者に対するＰＣＲ検査の概要」のとおり 
 
 

 
担当： 
【高齢者事業所】 
高齢者支援課 事業所・福祉サービス係  

    TEL:075-414-4574 FAX:075-414-4572 
【障害者・障害児事業所】 
障害者支援課 福祉サービス・障害児支援係  

    TEL:075-414-4633 FAX:075-414-4597  
（検査手順等に関する御質問は、以下の民間検査機関へお尋ねください。） 
【株式会社ナチュラリ】 

TEL:03-6447-1574 （９時～17 時 ※土日祝を含む。） 
E-mail: kyotopref@covid19test.jp 


